
 許認可等の名称 害虫駆除等のための他人の土地への立入許可

 根拠法令・条項 森林法第49条第6項

 所    管    課 農政 部 農水産 課

 審  査  基  準 森林法第49条

  標準処理期間 標準処理期間 設定なし

過去に審査実績がないため

　森林所有者等は、森林施業に関する測量又は実地調査のため必要がある
ときは、市町村の長の許可を受けて、他人の土地に立ち入り、又は測量若
しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することができる。
２ 　市町村の長は、前項の許可の申請があつたときは、土地の占有者及び
立木竹の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければ
ならない。
３ 　第一項の許可を受けた者は、他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐
採する場合には、あらかじめその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知
しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるとき
は、この限りでない。
４ 　第一項の規定により他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採しよう
とする者は、同項の許可を受けたことを証する書面を携帯し、その土地の
占有者又は立木竹の所有者にこれを呈示しなければならない。
５ 　第一項の規定により他人の土地に立ち入り、又は立木竹を伐採した者
は、これによつて生じた損失を補償しなければならない。
６ 　森林所有者等は、森林に重大な損害を与えるおそれのある害虫、獣
類、菌類又はウイルスが森林に発生し、又は発生するおそれがある場合に
おいて、その駆除又は予防のため必要があるときは、市町村の長の許可を
受けて他人の土地に立ち入ることができる。この場合には、第二項から前
項までの規定を準用する。

「申請に対する処分」基準等公開票(法律又は命令）

標準処理期間
を設定できな
い理由


